
災害時における奈良県市町村相互応援に関する協定書災害時における奈良県市町村相互応援に関する協定書災害時における奈良県市町村相互応援に関する協定書災害時における奈良県市町村相互応援に関する協定書 （趣旨） 第１条 この協定は、奈良県内において災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号。以下「災対法」という。）第２条第１号に規定する災害（以下「災害」という。）が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第 67条第 1項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、奈良県内の全ての市町村が相互に協力すること並びに奈良県、奈良県市長会及び奈良県町村会が市町村間の相互応援に必要な調整を行うことを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定める。  （応援の種類） 第２条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。  (1) 応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣  (2) 被災者の避難のための施設の提供及びあっせん  (3) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん  (4)  前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項  （応援要請の手続き） 第３条 被災市町村の長は、応援を要請しようとする場合には、応援の具体的な内容等を明らかにして 電話等により奈良県知事（以下「知事」という。）に対し応援要請の依頼を行うものとし、知事は、 奈良県市長会長、奈良県町村会長と協議のうえ、他の市町村の長に対して速やかに要請文書（様式第 ２号）により応援を要請する。ただし、緊急を要する場合は電話等で要請し後日文書を提出するも のとする。 ２ 前項の規定により応援を受けた被災市町村の長は、知事及び応援を実施した市町村の長に対し、後 日速やかに要請文書（様式第１号）を提出するものとする。  （応援の実施） 第４条 前条第１項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援 を実施する場合は、その内容を知事及び被災市町村の長に対し受諾文書（様式第３号）及び電話等に より連絡し、応援を実施するものとする。 
 （自主応援） 第５条 市町村の長は、被災市町村の長又は知事からの応援要請の依頼がない場合においても、被災市 町村と連絡がとれないときや被害の状況に応じ緊急に応援することを必要と認めたときは、自主的に 被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基づき応援を行うものとする。 ２ 前項による応援については、第３条第１項の規定による被災市町村の長から要請があったものとみ なし、この協定を適用し、県に応援内容を応援実施報告書により（様式第４号）提出するものとする。 
 （応援経費の負担） 第６条 応援に要した費用は、原則として応援を受けた市町村で負担するものとする。ただし、被災市 町村の情報収集に要する費用は、応援を行った市町村において負担するものとする。 ２ 応援を受けた市町村において前項の規定により負担する費用を支弁する暇がないときは、応援を受 けた市町村の求めにより応援した市町村は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 ３ 前２項の規定によりがたいときは、その都度、関係市町村間で協議して定める。 
 （連絡担当課等） 第７条 市町村は、あらかじめ相互応援のための連絡担当課等を定めるものとする。 
 （情報の交換等） 第８条 県及び市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な情報等を相互に共有する とともに、平常時から応援の受入れ体制の整備に努めるものとする。  （その他） 第９条 この協定は、奈良県消防広域相互応援協定のほか、既に締結しているその他の災害時の相互応援に 関する協定を妨げるものではない。 ２ この協定に定めのない事項については、県及び市町村がその都度協議して定めるものとする。 



附 則 １ この協定は、平成２７年２月２０日から施行する。 ２ この協定の成立は、県内全ての市町村長、市長会長及び町村会長の同意書をもって証する。 


